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　「明治文学に描く女学生のダブルバインドと養子法 ・ 制度」
日本の各人が代表されるようになる近代法律であった明治民法が長時間と強烈な議論を経て 1898 年施行さ
れる。 ドイツやフランスなどの法令や思想の影響を受けて実施されたと知られているが、 明治民法は従来から行
われてきた慣習なども成文化にいたり、 その一つの例としては養子法 ・制度があげられる。 このような、 近代国
家を目指した日本は法律のみならず女性の教育に目を向け、 明治 10 年代に女子教育が本格的にはじまり、
知識人を始めとして人々が見たことのない女学生層が誕生する。 その後、 女学生が明治期の男性作家の表
現の対象になり、 恋愛相手として憧れ、 また煩悶の対象ともなった。 このように女学生が様々な作家によって
表象されるが、 その多くは彼女らを 「他者」 として描く傾向が顕著だった。 本発表では、 女学生層の誕生の
際に彼女らが直面した近代化と国民国家の形成がどのように受け取られたかを、 三宅花圃（1868-1944）
と樋口一葉（1872-1896）が作品で描いた養子法 ・制度と並行して分析を行い、 社会的な地位と新知
識を得た際女学生たちが経験したダブルバインドを明らかにする。
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